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【要旨】

本稿では、ニューヨーク市における地方所得税の現状と改革論の特徴を明らかにしたうえで、

応能負担を重視する地方所得税の改革論が展開されている政治経済的背景を検討した。ニュー

ヨーク市では累進的な地方所得税が課税されており、近年、低所得層への減税および高所得層

への増税によって地方所得税の累進的負担をさらに強化することを主張する議論が強まって

いる。その経済的背景として、上位 1％の高所得層に所得の 4 割が集中しているという大きな

所得格差の存在がある。また、政治的背景として、民主党支持者が多く、所得格差の是正策を

支持する者が多い黒人やヒスパニックが投票者の多数派を占めるようになったことがある。ニ

ューヨーク市では、地方税理論において望ましい地方所得税のあり方とされる応益課税として

の比例的な地方所得税とは異なる地方所得課税が展開している。
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はじめに 

 

本稿の課題は、ニューヨーク市における地方所得税の現状と改革論の特徴を明らかにし

たうえで、地方所得税の応能負担が重視されている政治経済的背景を検討することである。 

アメリカにおいて、地方所得税は大都市財源として重要な役割を果たしている。アメリ

カの地方所得税は、課税所得に着目すると、給与所得や事業所得のみに諸控除を設けずに

課税する労働所得税型の地方所得税と、連邦所得税のように労働所得だけでなく資本所得

等も含めた総合所得に課税する総合所得税型の地方所得税に大別できる。アメリカの地方

所得税には、給与所得や事業所得のみに諸控除を設けずに比例税率で課税する労働所得税

型の地方所得税が多い1。 

そのなかで、ニューヨーク市の地方所得税は、総合所得税型の地方所得税であり、応能

負担に対する配慮が目立っている。後述するように、連邦所得税の課税所得（連邦調整総

所得）を基礎に算定されるニューヨーク州所得税の課税所得（ニューヨーク州調整総所得）

に、5 段階の累進税率（2015 年現在）で課税される。さらに、勤労所得税額控除や児童扶

養税額控除など、低所得者の負担軽減を主な目的とする複数の税額控除が導入されている。 

このように、総合所得への課税、累進税率の採用、低所得者の負担軽減を図る税額控除

の導入といった点において、ニューヨーク市の地方所得税は応能負担に対する配慮が目立

つ。そのうえ、2000 年代終盤以降、最高税率の引上げ等を主張する提案が、民主党の有力

政治家から相次いで出され、2013年 11月に行われた市長選挙では、高所得層に対する地方

所得税の課税強化の是非が争点のひとつとなった。 

北米の地方税論において、地方所得税が地方税として適しているかについて豊富な議論

があるが2、応能課税の観点から累進的な地方所得税を課税することについては、地方所得

税の課税を容認する論者からも批判的な見解が出されている。たとえば、地方公共サービ

スの一般的便益に対する応益課税として地方所得税を正当化するマクルアーは、税率は比

例税率が望ましく、人的控除を設ける必要性は小さいとする3。累進的な所得税による所得

                                                        
1
 アメリカにおける地方所得税の概要については Henchman and Sapia [2011]、Mikesell [2010]を参

照。労働所得税型の事例としてフィラデルフィア市がある。フィラデルフィア市の地方所得税に

ついては谷［2009］を参照。 
2
 税源配分論について Ambrosanio and Bordignon [2006], Musgrave [1983], Oates [1996]などを参照。 

3
 McLure [1998], [2000]を参照。 
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再分配は中央政府の役割であるとする。 

しかし、ニューヨーク市の地方所得税は低所得者への負担軽減に配慮し、累進的に課税

されている。そこで本稿では、ニューヨーク市の地方所得税の現状および改革論を明らか

にしたうえで、地方所得税の応能負担が重視される政治経済的背景を検討する4。 

地方所得税が応能負担にどの程度配慮するかは、日本の個人住民税のあり方を検討する

うえで重要な論点になっている5。ニューヨーク市は所得格差が大きい都市である。所得格

差への対応という観点から地方所得税負担のあり方を考察するうえで、ニューヨーク市の

事例は議論の素材として重要であると考えている。 

本稿の構成は以下の通りである。第 1 に、ニューヨーク市財政の歳出・歳入構造を明ら

かにしたうえで、地方所得税の財源上の位置を把握する。第 2 に、地方所得税の仕組みを

把握し、その負担構造を明らかにする。第 3 に、近年に相次いで公表された地方所得税の

改革案を整理する。第 4 に、地方所得税の累進的負担を強化する議論が強まった政治経済

的背景を検討する。最後に、本稿の知見と今後の課題をまとめる。 

 

1．ニューヨーク市財政の歳出・歳入構造 

  

ここではニューヨーク市財政の歳出・歳入構造の特徴について明らかにしていきたい。 

まず歳出面について、2014年度現在の状況と 2000年度以降の動向をみていく。表 1に示し

たように、ニューヨーク市の歳出面の特徴として第 1 に指摘できることは、ニューヨーク

市が治安維持・司法や交通などの都市自治体の基本的な機能に加えて、アメリカにおいて

は基本的に学校区が担う教育、カウンティが担う社会サービスも提供していることである6。

つまり、ニューヨーク市はアメリカの地方自治体のなかで比較的幅広い役割を担っている。

これは、ニューヨーク州内の地方自治制度において、ニューヨーク市は学校区とカウンテ 

 

                                                        
4
 ニューヨーク市財政・税制を対象とした主な先行研究として片桐［1985］［1986］［1990］、宮

本［1980］第 3章、横田［2008］などがある。ただし、これらの研究ではニューヨーク市の地方

所得税は正面から検討されていない。ニューヨーク市の地方所得税は 1999年まで市外からの通

勤者に課税されていた。これが廃止された理由を検討したものとして谷［2011］がある。また谷

［2014］第 3章は、ニューヨーク市における地方所得税の導入過程を明らかにしている。地方所

得税の仕組みや近年の改革論について検討しているが、高所得層の負担強化を求める地方所得税

の改革論が相次いで出された政治経済的背景などは検討していない。本稿は、谷［2014］の成果

を一部踏まえつつ、ニューヨーク市財政や地方所得税負担の現状、改革案についてその後の動向

を含めて新たなデータを用いて検討している。また、地方所得税の応能負担が重視されるように

なっている背景を 2000 年代以降の政治経済構造に着目して検討している。 
5
 東京都税制調査会［2011］は個人住民税を含めて所得再分配機能を機能させることが考慮され

るべきだとしている（27頁）。一方、八塩［2012］は個人住民税の応益性が低所得者への配慮か

ら不徹底になっているとして、課税ベース拡大による応益性の徹底を主張している。応益課税の

観点から個人住民税を検討した上村［2014］、個人住民税に給付付き税額控除を導入することの

是非を論じた占部［2010］、中村［2009］も参照。 
6
 アメリカの地方財政の概況について川勝［2008］参照。 
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表 1 ニューヨーク市財政（政府基金）の歳出・歳入 2014年度 

 

注）：「保健」にはニューヨーク市医療・病院法人（HHC）への支払いを含む。 

（出所）Office of the Comptroller (The City of New York) [2014], pp. 329-330より作成。 

 

ィの機能も兼ねているためである7。 

第 2 に、幅広い公共サービスを提供しているなかで、歳出総計のうち教育（高等教育も

含む）が 26.2％、社会サービスが 16.4％を占めており、両者を合わせると 43.6％になって

いる。すなわち、所得再分配的な要素をもつ対人社会サービスを提供することがニューヨ

ーク市の中心的な役割になっている。 

表 2に示したように、2000年度から 2013年度にかけて、ニューヨーク市の歳出規模（対

市内総生産比）は 9.1％から 11.5％へと膨張した。項目別にみると、最大の支出規模（対市

内総生産比）である教育が 2.5％から 3.0％に上昇している。次に、職員の年金給付に係る

支出が、生計費調整（Cost of Living Adjustments, COLA）の導入や運用利回りの低下等によ

って、0.1％から 1.2％に大幅に上昇している。 

歳出構成の動向についてみると、教育の比率が 27.8％から 26.3％へとわずかに低下した

ものの、依然として 20％台後半という高い比率を維持している。一方、社会サービスは 20％ 

                                                        
7
 ニューヨーク州の地方自治制度について New York State Department of State [2009]参照。 

（単位：100万ドル，％）

　歳出 金額 構成比 歳入 金額 構成比
　一般政府 3,607 4.4 　地方税 48,375 58.5
　治安維持・司法 9,023 10.9 　　不動産税 20,202 24.4
　教育 20,755 25.1 　　売上・利用税 7,604 9.2
　高等教育（ニューヨーク市立大学） 888 1.1 　　個人所得税 10,305 12.5
　社会サービス 13,537 16.4 　　事業課税 7,083 8.6
　環境保護 4,364 5.3 　　　一般法人税 3,367 4.1
　交通 2,489 3.0 　　　金融法人税 1,352 1.6
　公園・レクレーション・文化 1,056 1.3 　　　非法人事業税 1,954 2.4
　住宅 1,257 1.5 　　　公益事業税 410 0.5
　保健 1,863 2.3 　　その他税 3,181 3.8
　図書館 276 0.3 　政府間補助金 19,315 23.3
　年金 8,141 9.8 　　特定補助金（連邦，州，その他） 19,145 23.1
　賠償 732 0.9 　　一般補助金（連邦，州） 170 0.2
　付加給付（フリンジベネフィット） 5,842 7.1 　料金 2,786 3.4
　行政・その他 2,206 2.7 　その他 4,994 6.0
　公債費 6,690 8.1 　　タバコ訴訟和解金 212 0.3
　歳出総計（①） 82,726 100.0 　　投資所得 119 0.1

　　抵当利子 1 0.0
　　未実現投資損失 - -
　　その他 4,662 5.6
　歳入小計（②） 75,471 91.2
　財源不足（=②－①） -7,255 -8.8
　その他財源（主に公債収入）（③） 5,739 6.9
　基金の取り崩し（④） 1,516 1.8
　歳入総計（=②+③+④） 82,726 100.0



4 

 

表 2 ニューヨーク市の歳出（政府基金）2000～2013年度 

 
注）1：四捨五入により合計が一致しない年度がある。 

  2：支出項目は 2014 年度現在の金額が大きい順に並べている。 

  3：「その他」には交通、公園・レクレーション・文化、住宅、高等教育（ニューヨーク市立大学）、賠

償、行政・その他、図書館を含む。 

（出所）歳出は Office of the Comptroller (The City of New York) [2005], pp. 249-250, [2012], pp. 293-294, [2013], 

pp. 301-302、ニューヨーク市内総生産は Office of Management and Budget (The City of New York) 

[2015a]より作成。 

 

から 16.9％に低下している。また、治安維持・司法は 14.6％から 11.2％に、保健は 4.4％か

ら 2.7％にそれぞれ低下している。その一方で大幅に増加したのが職員の年金給付に係る支

出であり、1.5％から 10.1％に急増している。 

このように、2000年代以降、教育を中心として支出が膨張している。職員の年金給付に

係る支出が急増し、歳出の 1割を占めるようになった点が目立つが、対人社会サービス（教

育、社会サービス）を中心とする歳出構造は持続している。 

次に、歳入面についてみていく。表 1 に示したように、ニューヨーク市の最大の財源は歳

入総計の 58.5％を占める地方税である。ニューヨーク市税制の特徴として、多様な税目が

課税されている点を指摘できる。アメリカにおける多くの地方自治体においては、財産税

が地方税収の大半を占める基幹税として位置している8。ニューヨーク市においても不動産

税9が地方税収の 41.8％を占める基幹税として位置しているが、不動産税だけでなく地方所 

                                                        
8
 アメリカの財産税について前田［2005］参照。 

9
 アメリカの財産税（property tax）は、州によって課税客体が異なるものの、土地や建物のみな

らず棚卸資産や無形動産も含む広範な資産に課税される（前田［2005］）。しかし、ニューヨーク

市の場合は、土地および土地の付属物を含む固定資産に課税されるため、本稿では不動産税（real 

property tax）と表記している。 

（単位：％）
歳出（構成比） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
　教育 27.8 28.5 27.1 27.4 27.0 25.1 27.1 26.9 27.2 28.2 28.6 27.9 26.5 26.3
　社会サービス 20.0 19.1 18.5 18.4 18.5 17.7 16.6 16.7 17.8 16.8 16.6 15.8 16.7 16.9
　治安維持・司法 14.6 13.1 14.7 12.7 12.1 12.8 11.3 10.6 10.7 11.0 11.1 11.6 10.8 11.2
　年金 1.5 2.4 2.8 3.2 4.4 5.5 6.3 7.1 8.0 8.6 8.9 9.1 9.8 10.1
　公債費 8.4 8.3 7.8 8.0 8.1 7.3 8.4 8.9 7.2 6.2 6.5 7.4 9.8 8.0
　環境保護 5.5 5.5 5.7 6.0 6.5 6.0 6.2 6.0 6.5 7.0 7.5 7.2 6.3 6.5
　保健 4.4 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 3.8 2.5 2.9 2.6 2.6 2.3 2.7
　付加給付（フリンジベネフィット） 4.9 4.7 4.9 5.1 5.2 5.0 6.8 7.3 5.6 4.8 5.0 5.1 4.9 4.8
　一般政府 3.4 3.6 4.8 3.7 3.7 5.3 3.6 4.0 5.7 5.0 4.9 4.4 4.0 4.4
　その他 9.6 10.3 9.2 10.9 9.8 10.6 8.8 8.8 8.9 9.4 8.1 8.8 8.8 9.1
　合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

歳出（対市内総生産比） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
　教育 2.5 2.9 3.0 3.0 2.8 2.6 2.7 2.7 3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0
　社会サービス 1.8 2.0 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 2.0 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9
　治安維持・司法 1.3 1.3 1.6 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3
　年金 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2
　公債費 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 1.1 0.9
　環境保護 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
　保健 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
　付加給付（フリンジベネフィット） 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
　一般政府 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
　その他 0.9 1.1 1.0 1.2 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0
　合計 9.1 10.3 11.1 10.8 10.3 10.4 9.9 10.1 11.2 11.8 11.2 11.1 11.3 11.5
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表 3 ニューヨーク市税の負担と構成 2000～2013年度 

 

注）：個人所得税には非居住者職員に対する課税分を含む。事業課税には一般法人税、金融法人税、非法人

事業税、公益事業税を含む。その他税には商業家賃税、不動産譲渡税、滞納に対する罰金・利子など

を含む。 

（出所）税収は Office of the Comptroller (The City of New York) [2005], pp. 252-253, [2012], pp. 296-297, [2013], 

pp. 304-305、ニューヨーク市内総生産は Office of Management and Budget (The City of New York) 

[2015a]より作成。 

 

得税、売上・利用税、事業課税と様々な税目が課税されている。そのなかで地方所得税は

地方税収の 21.3％を占め、不動産税に次ぐ基幹的な税目として位置している。 

多様な税目のなかでニューヨーク市が税率決定権を有しているのは不動産税である。不

動産税は最終調整財源として機能しており、その税率は、総支出から不動産税以外の収入

を控除したうえで均衡予算を編成するために必要な不動産税収を計算し、それを不動産税

の課税標準（課税評価額 Taxable billable assessed value）で除した値に決められる。地方所得

税、売上・利用税、一般法人税、金融法人税、非法人事業税、公益事業税の税率変更には

ニューヨーク州の承認が必要である。 

前述のように、2000 年度から 2013 年度にかけて、ニューヨーク市の歳出規模は膨張し

た。それにともない、同時期における市税負担（対市内総生産比）は 4.8％から 6.6％に上

昇した（表 3）。税目別にみると、地方所得税、売上・利用税、事業課税の負担は、小幅な

上昇に留まっている一方、不動産税の負担が 1.7％から 2.7％に大きく上昇した。不動産税

負担の上昇には、財政難に陥った 2003年と 2009年に行われた増税が影響している10。 

                                                        
10

 2003年は税率が 10.366％から 12.283％に引き上げられ、2009年は税率が 11.423％から 12.283％

に引き上げられた（Office of Management and Budget (The City of New York) [2015b], p. I-6)。なお、

地方所得税は 2003 年から 2005年に時限付の税率引き上げ、2010年に税率軽減措置の廃止によ

る税率引き上げが行われた。売上・利用税率は 2003 年 6 月から 2005年 5月まで 4％から 4.125％

に引き上げられた。その後、2009年 7月に 4％から 4.5％に引き上げられた。税制改正について

詳しくは Ibid 参照。 

（単位：％）
地方税（構成比） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
　不動産税 35.3 35.5 40.3 43.1 41.1 37.6 36.9 34.7 34.2 40.5 44.0 42.3 43.1 41.5
　個人所得税 24.4 25.1 21.3 19.6 21.6 21.8 22.7 21.3 25.5 21.3 20.7 20.5 20.6 21.7
　売上・利用税 18.7 18.1 18.2 18.5 18.0 18.9 17.5 16.9 16.1 14.8 15.1 15.3 15.5 15.4
　事業課税 15.8 15.6 14.4 13.1 12.8 14.8 15.9 19.5 17.3 18.1 15.0 16.3 15.1 15.6
　その他税 5.8 5.7 5.8 5.8 6.4 6.9 7.0 7.6 6.8 5.5 5.2 6.2 5.7 5.8
　合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

地方税（対市内総生産比） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

　不動産税 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
　個人所得税 1.2 1.3 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
　売上・利用税 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0
　事業課税 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 0.8 1.0 0.9 1.0
　その他税 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
　合計 4.8 5.1 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.8 6.1 5.8 5.6 6.0 6.0 6.6
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地方税収構成の動向をみると、負担の上昇にともない、不動産税の占める比率は 35.3％

から 41.5％に増加した。一方、地方所得税の比率は景気変動の影響を受けて上下しつつ、

24.4％から 21.7％へとやや低下した。また、売上・利用税、事業課税の比率もそれぞれ低下

した。このように、2000 年度以降、市税負担が全体として上昇するなかで不動産税への依

存が強まった。 

これまでみてきたように、ニューヨーク市は、所得再分配の要素をもつ対人サービス（教

育、社会サービス）を中心として、治安維持、環境保護、交通、保健、住宅など幅広い公

共サービスを提供している。それを支える地方税は不動産税、地方所得税、売上・利用税、

事業課税等の多様な税目から構成されているが、そのなかで地方所得税は不動産税に次ぐ

基幹的な税目になっている。2000年度以降、ニューヨーク市の支出規模（対市内総生産比）

は膨張した。増加が目立つのは教育と職員年金に係る支出である。支出の膨張にともない

市税負担も上昇した。特に、増税の影響によって不動産税負担が大きく上昇した。今後も

増加が予想される支出を不動産税の増税によって賄うのか、地方所得税や売上税など不動

産税以外の税目を組み合わせて財源を調達するのか、ニューヨーク市が対人社会サービス

の財源をどのような租税政策によって調達するのか注目する必要がある。 

 

2．ニューヨーク市の地方所得税―仕組みと負担構造 

 

（1）仕組み 

ニューヨーク市の地方所得税は居住者に対して課税される11。課税所得は総合所得であ

り、ニューヨーク州所得税の課税所得と同じである。ニューヨーク州所得税の課税所得は、

連邦所得税の課税所得（連邦調整総所得）にニューヨーク州独自の加算・減算項目を追加

したニューヨーク州調整総所得から人的控除および所得控除を控除したものである12。 

税率は 5段階の累進税率である（2015年現在）（表 4）。付加税部分は 1990年代初頭の財

政難の際に導入された13。最高税率 3.876％は、労働所得税型の地方所得税を比例税率で課

税しているフィラデルフィア市の税率（2015 年 7 月現在、居住者の税率が 3.9102％）に次

いで高い。 

税額控除には、非法人事業税税額控除（Unincorporated Business Tax Credit）、教育税負担

軽減プログラム控除（School Tax Relief Program (STAR) credit、以下 STAR 控除）、世帯税額

控除（Household Credit）、勤労所得税額控除（Earned Income Tax Credit）、児童扶養税額控除

（Child Care Credit）が設けられている。非法人事業税と世帯税額控除は非還付型（non 

refundable）の税額控除であり、STAR 控除、勤労所得税額控除、児童扶養税額控除は還付

型（refundable）の税額控除である。これら 5つの税額控除のなかで世帯税額控除、勤労所 

                                                        
11

 ただしニューヨーク市職員はニューヨーク市外に居住する場合も課税される。 
12

 加算項目には州・地方債利子や公務員退職年金拠出等があり、減算項目には公的年金や連邦

債利子等がある。 
13

 横田［2008］127頁。 
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表 4 ニューヨーク市所得税の税率 単身者 2015年 

 
（出所）Office of Management and Budget (The City of New York) [2015b], p. II-9より作成 

 

得税額控除、児童扶養税額控除は低所得層を対象としている。税額控除を通じて低所得層

の負担軽減が図られているのである。そこで、これらの税額控除の仕組みについてみてい

きたい14。 

世帯税額控除は、連邦調整総所得が一定額未満（単身者では 12,500ドル未満、その他の

申告タイプでは 22,500 ドル未満）の者を対象としている。控除額は世帯人員一人当たり控

除額に世帯人員数を乗じて算出される。世帯人員一人当たり控除額は申告タイプや所得に

よって異なる。たとえば単身者の場合、所得 1 万ドル未満で 15 ドル、所得 1 万ドル以上 1

万 2,500ドル未満で 10ドルである。 

勤労所得税額控除は低所得の勤労者に対して適用される税額控除であり、アメリカでは

連邦所得税、ニューヨーク州を含む多くの州の所得税に導入されている15。ニューヨーク市

の勤労所得税額控除は、連邦所得税の勤労所得税額控除の 5％が控除額となる。 

ニューヨーク市の児童税額控除は、4 歳未満の児童を育てる低所得世帯の子育て費用の

負担軽減を目的としている。連邦調整総所得が 3 万ドル以下の世帯に対して、所得金額に

応じてニューヨーク州所得税の児童扶養税額控除の 0％から 75％が控除額となる。控除率

は所得が 2万 5,000ドルを超えると所得の増加に伴い低下し、所得が 3万ドルに達するとゼ

ロとなる。ただし控除額には 1,733ドルの上限がある（2015年現在）。児童扶養税額控除は

連邦所得税およびニューヨーク州所得税にも導入されているが、所得制限がなく、適格児

童の年齢は 13歳未満である。ニューヨーク市の場合は所得制限があり、適格児童の年齢が

4 歳未満であることから、低年齢児童を養育する低所得世帯に対する経済的支援という性格

が強い。 

ニューヨーク市では勤労所得税額控除が 2004 年、児童扶養税額控除が 2007 年に導入さ

れた。勤労所得税額控除は連邦所得税では 1975 年、ニューヨーク州では 1994 年に導入さ

                                                        
14

 非法人事業税税額控除は地方所得税と非法人事業税の二重課税の調整を行うものであり、非

法人事業税額の一定割合が地方所得税から税額控除される。STAR控除は、学校区不動産税の負

担を軽減するためにニューヨーク州が州全域で行っている STARプログラムによって設けられ

ている。ニューヨーク市では不動産税だけでなく地方所得税の負担軽減にも利用されている。

STAR控除を受けられるのは年間所得 25万ドル未満の者であり、控除額は夫婦共同申告の場合

125ドル、その他の場合が 63 ドルである（2015年現在）。 
15

 アメリカの勤労所得税額控除について根岸［2006］参照。 

（単位：％）

基礎税率 14％付加税

2.907 2.550 0.357

12,000～25,000ドル未満 3.534 3.100 0.434

25,000～50,000ドル未満 3.591 3.150 0.441

50,000～500,000ドル未満 3.648 3.200 0.448

500,000ドル以上 3.876 3.400 0.476

税率

12,000ドル未満

課税所得
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れ、その後度々拡充された16。その結果、多くの低賃金労働者は連邦所得税およびニューヨ

ーク州所得税の負担を免れ、ニューヨーク市所得税のみ負担することとなった17。ニューヨ

ーク市における導入論議ではこの点が問題視され、ニューヨーク市所得税においても低賃

金労働者の負担軽減が求められたのである18。 

 

（2）所得階層別負担構造 

ニューヨーク市の地方所得税の負担構造はどのようになっているのだろうか。この点を

表 5により把握する。 

第 1に、所得階層別の平均実効税率は、所得階層が高くなるにしたがって上昇している。

つまり、累進的負担になっている。所得階層第 4 分位以下の平均実効税率がマイナスにな

っているのは、勤労所得税額控除、児童扶養税額控除、STAR 控除による還付を受けている

ためである。 

第 2 に、低所得層の大部分は地方所得税の負担を免れている。表 5 では、申告件数から

納税額（税額控除後）がゼロ以下の申告件数を控除した件数を納税件数としている。また、

申告件数に占める納税件数の比率を納税比率として示している。全体の納税比率は 66.3％

であり、3割強の申告者が地方所得税を負担していないことがわかる。所得階層第 1分位か

ら第 4分位における納税比率は 0.1％から 50.6％であり、低所得層の納税比率は他の所得階

層に比較して際立って低い。このように、低所得層の大部分が地方所得税の負担を免れて

いる。低所得層の負担軽減に大きく影響しているのが、前述した税額控除である。表 6 に

示したように勤労所得税額控除、児童扶養税額控除、世帯税額控除の大部分は所得階層第 5

分位以下が受給している。 

第 3 に、低所得層の多くが負担を免れている一方、一部の高所得層が地方所得税の大部

分を負担している（表 5）。所得階層第 10 分位の納税額が合計税額の 73.5％を占めており、

そのなかでも全納税件数のわずか 1.5％を占める所得金額 59万 8,412ドル以上の高所得層の

納税額は合計税額の 45.7％に達している。 

このように、ニューヨーク市の地方所得税負担は累進的である19。低所得層の大部分が負担

を軽減ないし免除されている一方、一部の高所得層に負担が集中するという「狭く厚い」

負担構造になっている。 

                                                        
16

 連邦所得税の勤労所得税額控除はクリントン政権期に大幅に拡充された（根岸［2006］105～

133頁）。ニューヨーク州所得税の勤労所得税額控除は 1994年に導入された。導入当初、連邦所

得税の勤労所得税額控除の 7.5％が控除されたが、その比率は度々引き上げられ、2003年以降は

30％になっている。 
17

 1999 年現在、12万 7,000 世帯がニューヨーク市所得税のみ負担していると見積もられた（New 

York City Independent Budget Office [1999]）。 
18

 Miller [2004], New York City Council [2004] 
19

 連邦所得税、ニューヨーク州所得税の負担構造も累進的である。連邦所得税、ニューヨーク

州所得税に比べるとニューヨーク市所得税の累進的負担は緩やかである（New York State Tax 

Reform and Fairness Commission [2013], pp. Page A-4 of A-18 – Page A-10 of A-18）。 
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表 5 ニューヨーク市所得税の所得階層別負担 2011年 

 

注）1：納税件数は、申告件数から税額（税額控除後）がゼロ以下の申告件数を控除した件数。 

  2：納税比率は、申告件数に占める納税件数の比率。 

  3：平均実効税率は税額（税額控除後）がニューヨーク州調整総所得に占める比率。 

（出所）New York City Independent Budget Office [2014]より作成。 

 

表 6 ニューヨーク市所得税税額控除の所得階層別適用状況 2011年 

 
（出所）表 5に同じ。 

件数 構成比 件数 構成比 金額 構成比

 第1分位（3,255ドル未満） 354,798      10.0 320            0.0 0.1 -7,534 -27.1 -0.4 -
 第2分位（3,255～9,211ドル） 354,380      10.0 777            0.0 0.2 2,291 -35.6 -0.5 -1.55
 第3分位（9,212～14,449ドル） 354,571      10.0 116,176      4.9 32.8 4,159 -35.6 -0.5 -0.86
 第4分位（14,450～20,627ドル） 354,577      10.0 179,475      7.6 50.6 6,166 -1.1 0.0 -0.02
 第5分位（20,628～28,661ドル） 354,931      10.0 296,070      12.6 83.4 8,656 85.1 1.2 0.98
 第6分位（28,662～38,340ドル） 354,339      10.0 347,675      14.8 98.1 11,817 206.3 2.9 1.75
 第7分位（38,341～51,126ドル） 354,685      10.0 351,622      15.0 99.1 15,741 344.2 4.8 2.19
 第8分位（51,127～71,014ドル） 354,367      10.0 352,017      15.0 99.3 21,327 528.2 7.3 2.48
 第9分位（71,015～112,159ドル） 354,605      10.0 353,538      15.0 99.7 31,358 851.1 11.8 2.71
 第10分位（112,160ドル超） 354,555      10.0 353,880      15.0 99.8 155,801 5,300.4 73.5 3.40
 　91～95パーセント（112,160～174,399ドル） 177,295      5.0 176,801      7.5 99.7 24,465 713.3 9.9 2.92
 　96～99パーセント（174,400～598,412ドル） 141,828      4.0 141,640      6.0 99.9 40,173 1,289.9 17.9 3.21
 　100パーセント（598,412ドル超） 35,432        1.0 35,439        1.5 100.0 91,164 3,297.2 45.7 3.62
 合計 3,545,808   100.0 2,351,550   100.0 66.3 249,782 7,215.9 100.0 2.89

税額（税額控除後）
（100万ドル）

NY州調整
総所得

（100万ドル）

平均実効
税率
（％）

所得階層
申告件数 納税件数 納税比率

（％）

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

第1分位（3,255ドル未満） 1.0           1.0      0.1           1.5      -              -        
第2分位（3,255～9,211ドル） 11.0         11.4    0.5           7.7      0.8           6.7      
第3分位（9,212～14,449ドル） 26.7         27.7    1.3           20.0    2.9           24.2    
第4分位（14,450～20,627ドル） 28.9         30.0    1.6           24.6    6.9           57.5    
第5分位（20,628～28,661ドル） 20.0         20.7    2.9           44.6    1.4           11.7    
第6分位（28,662～38,340ドル） 7.9           8.2      0.1           1.5      -              -        
第7分位（38,341～51,126ドル） 0.8           0.8      -             -        -              -        
第8分位（51,127～71,014ドル） -             -        -             -        -              -        
第9分位（71,015～112,159ドル） -             -        -             -        -              -        
第10分位（112,160ドル超） -             -        -             -        -              -        
　91～95パーセント（112,160～174,399ドル） -             -        -             -        -              -        
　96～99パーセント（174,400～598,412ドル） -             -        -             -        -              -        
　100パーセント（598,412ドル超） -             -        -             -        -              -        
合 計 96.4         100.0   6.5           100.0   12.0          100.0   

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

金額
（100万ドル）

構成比
（％）

第1分位（3,255ドル未満） 26.1 9.7 0.0 0.0 27.2 5.4
第2分位（3,255～9,211ドル） 25.0 9.3 0.0 0.0 37.3 7.4
第3分位（9,212～14,449ドル） 26.2 9.8 0.0 0.0 57.1 11.3
第4分位（14,450～20,627ドル） 27.2 10.2 0.0 0.0 64.6 12.7
第5分位（20,628～28,661ドル） 27.2 10.2 0.0 0.0 51.5 10.1
第6分位（28,662～38,340ドル） 26.5 9.9 0.0 0.0 34.5 6.8
第7分位（38,341～51,126ドル） 26.7 10.0 0.1 0.1 27.6 5.4
第8分位（51,127～71,014ドル） 27.9 10.4 0.5 0.4 28.4 5.6
第9分位（71,015～112,159ドル） 30.6 11.4 1.7 1.4 32.3 6.4
第10分位（112,160ドル超） 24.3 9.1 122.6 98.2 146.9 29.0
　91～95パーセント（112,160～174,399ドル） 17.1 6.4 4.5 3.6 21.6 4.3
　96～99パーセント（174,400～598,412ドル） 7.2 2.7 15.0 12.0 22.2 4.4
　100パーセント（598,412ドル超） 0.0 0.0 103.1 82.6 103.1 20.3
合 計 267.7 100.0 124.8 100.0 507.4 100.0

勤労所得税額控除 児童扶養税額控除

非法人事業税額控除STAR控除

世帯税額控除

合　計
所得階層

所得階層
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3．ニューヨーク市における地方所得税の改革案 

 

ニューヨーク市では、2013年 11月に行われた市長選挙を契機として、高所得層の増税

をともなう地方所得税の改革案が民主党指導層の政治家から相次いで出され、地方所得税

負担のあり方をめぐる議論が活発化した。ここでは主要な改革案を整理する20。 

第 1に、2009年 2月にクリスティン・クイン（ニューヨーク市議会議長、民主党）、デ

イヴィッド・ヤスキー（ニューヨーク市議会議員、民主党）がリベラル派シンクタンクで

あるドラムメジャー公共政策研究所とともに作成し、リズ・クルーガー（ニューヨーク州

上院議員、民主党）も加わるかたちで公表された改革案である21。 

この改革案は、連邦所得税とニューヨーク州所得税の双方あるいはどちらか一方の負担

を免れている課税所得 4万ドル未満の低所得層に対して、ニューヨーク市所得税負担の免

除を提案した。その財源は、高所得層に対する増税（最高税率を 3.648％［課税所得 5万ド

ル以上］から 3.745％［課税所得 50万ドル以上］に引上げる）によって調達するとした。

このように、連邦、州、市の所得税の課税最低限を揃える観点から高所得層の課税強化お

よび低所得層の負担軽減を提案した。 

この改革案は実現しなかった。しかし、2010 年以降、STARプログラムによって実施さ

れていたニューヨーク市所得税の税率軽減措置が課税所得 50万ドル以上については廃止さ

れたため22、結果的に 50万ドル以上の課税所得に 3.876％の税率で課税されることとなった。 

第 2に、2012年 2月に公表されたスコット・ストリンガー（マンハッタン地区区長23、

民主党）の改革案である24。ストリンガーは「中間層・労働者層のためのニューヨーク市の

再生」を目指して地方所得税改革の必要性を主張し、累進税率構造を 5段階（2.907％、3.534％、

3.591％、3.648％、3.876％）から 8段階（2.471％、3.0039％、3.412％、3.591％、3.648％、

4.218％、4.332％）にすることを提案した。この改革では、低所得層に重点を置きつつ幅広

い所得層に対して減税が行われる一方、一部の高所得層は増税される（表 7）。 

第 3に、2012年 6 月にジョン・リュー（ニューヨーク市会計監査局長、民主党）が提案

した改革案である25。この改革案は、具体的な税率を明示していないものの、市所得税負担

の累進化を図る観点から、一部の高所得層に対する増税によって調達した財源でその他の

所得層に対する減税を行うものである。具体的には夫婦共同申告の場合、課税所得 500万 

 

                                                        
20

 改革案を公表した人物の役職は改革案公表当時のものである。 
21

 Drum Major Institute for Public Policy [2009]、Traub [2009] 
22

 1999 年から STARプログラムによる地方所得税負担の軽減措置として、ニューヨーク州が財

源を負担するかたちで税率軽減措置が実施されていた。しかし 2010年以降、ニューヨーク州は

STARプログラムの節減策として 50万ドル以上の課税所得に対する税率軽減措置を廃止した。 
23

 ニューヨーク市内はマンハッタン、ブルックリン、クイーンズ、ブロンクス、スタテンアイ

ランドの 5地区（borough）に分かれており、各地区に公選職の区長がいる。 
24

 Saul [2012], Stringer [2012], New York City Independent Budget Office [2012] 
25

 Office of the Comptroller (The City of New York) [2012c] 
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表 7 ストリンガーの改革案による納税額の変化 夫婦共同申告 

 
（出所）Saul [2012]より作成。 

 

ドルでは 6万 519ドルの増税、課税所得 100万ドルでは 5,559ドルの増税となり、その他の

所得層では減税となる。 

リューがこのような改革案を公表したのには所得格差の拡大に対する懸念があった。こ

の改革案が公表されるひと月前の 5月、ニューヨーク市会計監査局はニューヨーク市の所

得分布を分析したレポートを公表し、2000年代に所得格差が拡大したことを明らかにした26。

これについてリューは「所得格差は地方税の課税ベースを弱体化あるいは不安定化し、民

族的経済的分離を強化し、ニューヨーク市のアイデンティティの基礎である活き活きとし

た社会的、文化的及び経済的な混合を掘り崩す」27とし、所得格差の拡大に懸念を表明した。 

第 4に、2012年 10月にビル・デブラシオ（パブリックアドボケイト28、民主党）が公表

した改革案である29。中間層再生の観点から教育の拡充を重視しているデブラシオは、教育

サービス拡充の財源を地方所得税の最高税率の引き上げ（3.876％から 4.3％）によって調達

することを提案した。増税による税収は教育サービスに特定化される。教育拡充の内容は、

①幼稚園前教育（Pre-Kindergarten）の全日プログラムをすべての 4歳児童に提供する30、②

6 年生から 8年生対象の放課後教育において、各学校が地域社会組織（Community-Based 

Organization）と連携して放課後の時間帯に学習プログラムを提供できるように補助金を支

給することである。 

デブラシオは、このような改革案を掲げて臨んだ市長選挙に当選し、2014年 1月から市

長に就任した。そして 2月に編成した 2015年度予算案（Preliminary Budget）には、改革案

の実現に必要な財源 5億 3000万ドルを調達するために地方所得税の最高税率を当初の案よ

                                                        
26

 Office of the Comptroller (The City of New York) [2012a] 
27

 Office of the Comptroller (The City of New York) [2012b] 
28

 パブリックアドボケイト（Public Advocate）は、市長が職務を遂行できない時に代行して職務

を行うことのできる公選職である。 
29

 De Blasio [2012a] [2012b][2012c][2012d] 
30

 4 歳児童のうち全日プログラムを受けている児童の割合は 29.2％に留まっており、半日プログ

ラムを受けているか、プログラムを受けていない児童が大半を占めている（De Blasio [2012c]）。 

（単位：ドル、％）

課税所得 増・減税額 増・減税率

30,000 -139 -15.0

50,000 -227 -13.9

80,000 -281 -10.4

125,000 -319 -7.3

175,000 -333 -5.4

250,000 -333 -3.7

300,000 0 0.0

500,000 0 0.0

1,000,000 0 0.0

5,000,000 16,767 8.7

10,000,000 39,567 10.2
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りさらに引き上げ 4.41％にすることを盛り込んだ31。しかし、地方所得税の最高税率引き上

げは、ニューヨーク州の承認を得られず実現しなかった32。 

以上のように、ニューヨーク市の要職に就く民主党の政治家から税率変更を中心とする

地方所得税の改革案が相次いで出された。いずれの案も高所得層の増税を提案している点

が共通している。デブラシオ案を除く 3つの案は、高所得層への増税によって得られる財

源を低・中所得層への減税に充てているが、デブラシオ案は高所得層への増税による財源

をサービス拡充に充てている。 

これらの改革案に対して、保守派の論者からは批判的な議論が出されている。たとえば、

マンハッタン研究所のマクマハン上席研究員は、所得税収の大部分を高所得層に依存する

ことは税収の不安定性を高めるとしている33。また、高い税負担は雇用創出を妨げになると

して、増税を批判している。 

 

4．2000年代以降におけるニューヨーク市の政治経済 

 

2013年 11月の市長選挙を契機として、高所得層への増税を伴う地方所得税の改革案が

民主党政治家から相次いで出され、地方所得税負担のあり方をめぐる議論が活発化した背

景には、ニューヨーク市における政治経済構造の変化がある。 

まず経済的な背景として、所得格差の拡大がある34。図 1に示したように、1990年から

2007年にかけて高所得層への所得集中が進んだ。すなわち、上位 5％の階層が全所得に占

める比率は 32.7％から 58％に上昇した。また、上位 1％の階層が全所得に占める比率は

19.6％から 44％に上昇した。これに対して下位 1％から 50％の階層、51％から 95％の階層

が全所得に占める比率がそれぞれ低下しているように、低・中所得層が全所得に占める比

率は低下した。このように、1990年代以降、ニューヨーク市では一部の高所得層への所得

集中が進むかたちで所得格差が拡大している35。その結果、ニューヨーク市の所得分配は、

上位 1％が所得全体の 44％を占めるという、一部の高所得層に極端に偏った分配になって

いる。 

一部の高所得層への所得集中が進んだ一方、中間層は縮小した。ニューヨーク市議会の

報告書によれば、1989年には中間層が人口の 50％近くを占めていたが、2012年には 42％ 

 

                                                        
31

 The City of New York [2014] 
32

 教育の拡充に必要な財源はニューヨーク州が負担することとなった。 
33

 McMahon [2013] 
34

 ニューヨーク市における所得格差の拡大について Bergad [2014], FPI [2010], Office of the 

Comptroller (The City of New York) [2012a]参照。 
35

 ニューヨーク市における所得格差の拡大はジニ係数によっても確認できる。すなわち、ニュ

ーヨーク市のジニ係数は 1990 年から 2010年に 0.44 から 0.5 に上昇した（Bergad [2014], p. 49）。

所得格差が拡大した背景にはニューヨーク市における産業構造の変化がある。この点について中

本［2014］参照。 
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図 1 ニューヨーク市における所得階層別所得比率の変化 1990～2007年 

 

（出所）Fiscal Policy Institute [2010] , p.10 より作成。 

 

に低下した36。さらに、中間層の中位所得は 2001 年から 2012年にかけて 11万 1,484ドルか

ら 10万 2,780ドルへと 7.8％低下した37。 

2011年 9月から発生したウォール街での大規模デモ（「ウォール街を占拠せよ（Occupy 

Wall Street）」）に示されているように、リーマンショックによって景気が大幅に後退するな

か、多くのニューヨーク市民が所得格差を懸念するようになった。2013年 7月から 8月に

かけてニューヨーク市民を対象に行われた調査の結果によれば、回答者の 64％が所得格差

の拡大を懸念している38。 

所得格差が拡大し、それに対して市民の懸念が強まったことで、所得格差の是正に積極

的な民主党への支持が高まった。図 2に示したように、民主党を支持する比率は 2009年 4

月に 68.2％に達し、その後は 68％を下回らずに高い水準が続いている。 

ニューヨーク市において民主党に対する支持が拡大し、リベラル色が強まった背景には、

ニューヨーク市人口における人種構成の変化、さらに選挙における投票者構成の変化とい

う構造的な変化もある。表 8に示したように、1990年から 2010年にかけて白人の比率が

43.2％から 33.3％に低下しているのに対し、民主党の支持者が多い非白人（黒人、ヒスパニ

ック、アジア系・太平洋諸島系、その他）の比率は 56.8％から 66.6％に上昇している。 

 

                                                        
36

 The New York City Council [2013], pp. 3, 5。ここでの人口は生産可能年齢人口（25歳から 64歳）

である。また、この報告書では中間層をニューヨーク市における中位所得の 100％から 300％の

所得を得ている世帯として定義している。 
37

 Ibid., p. 4. 
38

 「いくらか懸念している」「とても懸念している」と回答した回答者の比率を合計した。なお、

「とても懸念している」と回答した回答者の比率は 37％である。（Rankin and Mehrota [2013], p.14）。

調査は 1,475 人（18歳以上）のニューヨーク市民を対象に行われた。 
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図 2 ニューヨーク市における民主党支持の推移 1996～2014年 

 
注）加入政党（party enrollment）における民主党の比率。 

（出所）New York State, Board of Elections, Enrollment Statistics, Enrollment by County より作成。 

 

表 8 ニューヨーク市の人口構成 1990～2010年 

 
（出所）Furman Center for Real Estate and Urban Policy [2012], p. 31 より作成。 

 

表 9 ニューヨーク市長選挙における投票者構成（人種別）1989～2013年 

 

注）：出口調査による。 

（出所）Roberts [2009], The New York Times [2009], The New York Times [2013]より作成。 

 

1990年の時点で人種構成において白人が多数派を占めていたわけではなく、その後も白

人の占める比率は低下していった。しかし、表 9に示したように、2000年代半ばまで投票

者の構成において白人が占める比率は 50％を超えていた。政治的には依然として白人が多

数派であった。しかし、2009年の市長選挙において初めて白人の比率が 50％を下回り、非
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（単位：％）

1990年 2000年 2010年

 白人 43.2 35.0 33.3
 黒人 28.7 26.6 25.5

 ヒスパニック 20.9 22.8 23.6

 アジア系・太平洋諸島系 6.7 9.8 12.6
 その他 0.5 5.9 4.9

 合計 100.0 100.0 100.0

（単位：％）

1989年 1993年 1997年 2001年 2005年 2009年 2013年

 白人 56.0 55.0 53.0 52.0 - 46.0 45.0
 黒人 - 23.0 28.0

 ヒスパニック - 21.0 19.0

 アジア系 - 5.0
 その他 - 3.0

 合計 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0

10.0
44.0 45.0 47.0 48.0



15 

 

白人（黒人、ヒスパニック、アジア系、その他）が多数派を占めるようになった39。2013

年の市長選においても同様である。 

黒人やヒスパニックには、所得格差を懸念し、ニューヨーク市が格差是正策を追求する

べきだと考えている者が多い。2014年 1月にニューヨーク市の有権者（登録済）を対象に

実施された世論調査によれば、「ニューヨーク市における所得格差は深刻な問題であるか」

という質問に対して、「とても深刻」であると回答した比率は 58％であるが、人種別にみる

と白人 43％、黒人 70％、ヒスパニック 63％であった40。また、「ニューヨーク市が富裕者と

あまり富裕でない者の差を縮小する政策を追求するべきか」という質問に対して、「するべ

き」であると回答した比率は 66％であり、人種別では白人 51％、黒人 78％、ヒスパニック

81％であった41。さらに地方所得税の増税についても「年間所得 50万ドル以上の世帯に対

するニューヨーク市所得税の増税を支持するか反対するか」という質問に対して、「支持す

る」と回答した比率は 69％であり、人種別では白人 61％、黒人 77％、ヒスパニック 76％

であった42。このように、ニューヨーク市民には所得格差を懸念し、地方所得税の富裕層に

対する増税を支持している者が多いが、特に黒人およびヒスパニックに多く、白人に比較

的少ない43。 

以上のように、所得格差の拡大という経済的な構造変化に加えて、黒人およびヒスパニ

ックを中心とする非白人が政治的多数派になりリベラル色が強まったという政治的な構造

変化を背景として、高所得層の負担を強化することが公平な地方所得税の負担のあり方で

あるとする議論が強まっている。 

 

おわりに 

 

本稿では、ニューヨーク市における地方所得税の現状と改革論の特徴を明らかにしたう

えで、地方所得税の応能負担を重視する改革論が展開されている政治経済的背景を検討し

た。ニューヨーク市では累進的な地方所得税が課税されており、近年、低所得層への減税

および高所得層への増税によって地方所得税の累進的負担をさらに強化する議論が強まっ

ている。その経済的背景として、上位 1％の高所得層に所得の 4割が集中しているという大

きな所得格差の存在がある。また、政治的背景として、民主党支持者が多く、所得格差の

是正策を支持する者が多い黒人やヒスパニックが投票者の多数派を占めるようになったこ

とがある。このようにニューヨーク市においては、地方税理論において望ましい地方所得

税のあり方とされる応益課税としての比例的な地方所得税とは異なる実態が展開している。 

                                                        
39

 Roberts [2009] 
40

 Quinnipiac University Poll, January 16, 2014. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 比較的少ないとはいえ白人の 61％が支持している。前述のように、全体でみても 69％が支持

している。このことは、ニューヨーク市民のあいだに高所得者への地方所得税増税に対する支持

が広がっていることを示唆している。 
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しかし、累進的な地方所得税に批判的な論者が主張するように、累進的な地方所得税に

よる高い税負担を回避する高所得層が域外に流出する可能性はある。周辺地域の地方自治

体の税制との比較や地方所得税の市経済への影響などを意識しつつ、累進的な地方所得税

を基幹的な税目のひとつとするニューヨーク市税制が持続可能なのか、今後の動向に注目

する必要がある。ただし、税制の持続可能性は経済的要因のみで決まるとは限らないので

あり、政治的要因にも注目して検討したい。 

アメリカにおける地方所得税の多くは、比例税率で諸控除を設けずに課税される労働所

得税型である。そのなかでニューヨーク市では累進的な総合所得税型の地方所得税が課税

されていることは、アメリカの地方分権の一端が示されている。日本では、個人住民税（所

得割）の税率は一律 10％であるが、課税自主権として累進税率の採用を認めるかどうか、

検討に値する課題ではないだろうか。 
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